
同一入札への参加が制限される資本関係・人的関係について

●「親会社等」、「子会社等」とは

会社法第２条第４号の２及び第３号の２に規定する親会社等・子会社等をいいます。

（会社法）

第２条第４号の２（親会社等）

イ 親会社（株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配し

ている法人として法務省令で定めるものをいう。）

ロ 株式会社の経営を支配している者（法人であるものを除く。）として法務省令

で定めるもの

第２条第３号の２（子会社等）

イ 子会社（会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該

会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。）

ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの

※法務省令＝会社法施行規則第３条、第３条の２

●「役員」とは

役員とは、次に掲げる事項に該当する者としています。

①株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

ア 会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等

委員である取締役

イ 会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取締役

ウ 会社法第２条第１５号に規定する社外取締役

【同一入札への参加が制限される場合】

①親会社等と子会社等の関係

②親会社等を同じくする子会社等同士の関係

③一方の会社等の役員が他方の会社等の役員を兼任

④一方の会社等の役員が他方の会社等の管財人を兼任

⑤一方の会社等の管財人が他方の会社等の管財人を兼任

⑥その他（上記と同視しうる資本関係または人的関係があると認められる場合）

（例）組合（共同企業体（以下「ＪＶ」という。）を含む。）とその構成員

※親会社「等」は、組合（ＪＶを含む）及び個人を含む。

※子会社「等」は、組合（ＪＶを含む）を含む。

※①、②について、子会社等または子会社等の一方が再生手続中の会社等または

更生会社である場合を除く。

※③について、会社等の一方が再生手続中の会社等または更生会社である場合を

除く。



エ 会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務

を執行しないこととされている取締役

②会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

③持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の業務を執行する社員

④組合の理事

⑤その他業務を執行する者であって、①から④までに掲げる者に準ずる者

※監査役、会計参与、執行役員は該当しません

●「管財人」とは

民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第６７条第１項の規定により選任された管

財人

●「会社等」とは

会社（外国会社を含む）組合（外国における組合に相当するものを含む。）その他これ

らに準ずる事業体をいう。（会社法施行規則第２条第３項第２号）

●同一入札への参加が制限される例

【例１】 親会社等と子会社等の関係

Ａ社がＢ社の議決権の過半数を所有

Ａ社はＢ社の「親会社等」であり、Ｂ社はＡ社の「子会社等」

【例２】 親会社等と子会社等の関係

Ａ社がＢ社の議決権の

Ａ社がＣ社の議決権 過半数を所有

の２割を所有

Ｂ社がＣ社の議決権の

４割を所有

Ｂ社はＡ社の「子会社等」であり、親会社等であるＡ社及び子会社等であるＢ社が、

Ｃ社の議決権の過半数を有することから、会社法第２条の規定により、Ａ社は、Ｃ社

の「親会社等」とみなされ、Ｃ社はＡ社の「子会社等」とみなされる。



【例３】 親会社等と子会社等の関係

Ａ社がＢ社の議決権の過半数を所有

Ｂ社がＣ社の議決権の過半数を所有

Ｂ社はＡ社の「子会社等」であり、子会社等であるＢ社が、Ｃ社の議決権の過半数

を有することから、会社法第２条の規定により、Ａ社は、Ｃ社の「親会社等」とみな

され、Ｃ社はＡ社の「子会社等」とみなされる。

【例４】 親会社等を同じくする子会社等同士の関係

Ｂ社とＣ社は、親会社等を同じくする Ｂ社とＣ社は、同一の者に経営を

子会社等同士とみなされる。 支配される子会社等同士とみなされる。

【例４】 役員又は管財人を兼任

⇒Ｙ氏が役員を兼任（一方が民事再生手続中の会社等または更生会社である場合を

除く）、Ｙ氏が役員と管財人を兼任又はＹ氏が管財人を兼任の場合、Ａ社とＢ社が

同一入札に参加することはできません。



【例５】 その他（組合（ＪＶを含む）とその構成員）

⇒資本関係・人的関係の有無にかかわらず、Ａ組合とその構成員が同一入札に参加

することはできません。

●ＪＶの取扱い

ＪＶの場合、他のＪＶとの構成員同士、またはＪＶの構成員と単体企業に資本関係・

人的関係がある場合には制限の対象として取り扱う。

【例１】 ＪＶの代表構成員同士が資本関係または人的関係にある場合

⇒Ａ社とＨ社が資本関係または人的関係にある場合には、甲ＪＶと乙ＪＶが同一入

札に参加することはできません。

【例２】 ＪＶの代表構成員と他方のＪＶの代表構成員以外の構成員同士が資本関係

または人的関係にある場合

⇒Ａ社とＩ社が資本関係または人的関係にある場合には、甲ＪＶと乙ＪＶが同一入

札に参加することはできません。



【例３】 ＪＶの代表構成員以外の構成員同士が資本関係または人的関係にある場合

⇒Ｂ社とＩ社が資本関係または人的関係にある場合には、甲ＪＶと乙ＪＶが同一入

札に参加することはできません。

【例４】ＪＶの構成員と単体企業に資本関係・人的関係がある場合

⇒Ｋ社とＡ社（又はＢ社）が資本関係または人的関係にある場合には、甲ＪＶとＫ

社が同一入札に参加することはできません。


